
河合町立認定こども園条例をここに公布する。 

  令和元年 ９月２５日 

                 河合町長 清 原 和 人 

河合町条例第２２号 

河合町立認定こども園条例 

 

（設置） 

第１条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、その

保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法

」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「こども園」

という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 

河合町立かがやきの森こども園 河合町大字山坊１８２番地１ 

（事業） 

第３条 こども園では、次に掲げる事業を行う。 

（１） 認定こども園法第９条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育 

（２） 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業のうち、町長が

必要と認める事業 

（３） その他町長が必要と認める事業 

（入園資格） 

第４条 こども園に入園できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。

）第２０条第１項に規定する認定において、同法第１９条第１項各号の事由によ

る支給認定を受けた者 

（２） 支援法第２８条第１項第１号に規定する期間内において、緊急その他やむ

を得ない事由によりこども園に入園する必要があると町長が認めた者 

（保育料） 



第５条 前条に規定する子どもの保育料は、河合町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担等に関する条例（平成２７年３月河合町条例第７号）第３

条の規定による利用者負担額とする。 

（休園日） 

第６条 こども園の休園日は、次の各号のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 入園許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前にお

いても行うことができる。 

（幼稚園の設置及び管理に関する条例の廃止） 

３ 幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭和５１年５月河合町条例第９号）は、廃

止する。 

（河合町立保育所設置条例の廃止） 

４ 河合町立保育所設置条例（昭和３４年１２月河合村条例第１１号）は、廃止する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１１

月河合村条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１７項中「幼稚園」を「認定こども園」に改める。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

６ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年８月河合村条例第２５号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２中「、主任保育士、主任教諭」を「、主任保育教諭」に改め、「、副所



長｣及び「、所長」を削る。 

（河合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

の一部改正） 

７ 河合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（平成１４年３月河合町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「河合町立学校」を「河合町が設置する学校（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定

する幼保連携型認定こども園をいう。）」に改める。 

 


